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社員代表選挙（職場過半数選挙）・・・各職場で１名選ばれ、任期は基本的に１年、３６協定の 

締結や就業規則の改正時意見表明の権利、安全衛生委員会の指名等々、多岐に渡る任務があり

ます。私たち労働者にとって、日頃の労働環境や生活にまで関わる大事な事柄を決める人を選

ぶのが社員代表選挙です。自分に与えられた権利を無駄にすることのないよう「棄権ゼロ」を

めざし、全員投票で健全な職場を作りましょう。私たちの生活、安心安全な労働条件のため、

皆さんの責任においてふさわしい代表を選びましょう。宗田さんは一生懸命頑張ってます！ 

  


